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１． 委員席の指定について 

２． 議員定数問題等に関する課題について 

 弘田委員長 

 

 

ただいまから議員定数問題等調査特別委員会を開きます。 

本日は、議員定数問題等に関する検討課題について御協議願うために

お集まりいただきました。 

協議事項に入る前に、委員会条例第５条第１項ただし書の規定によ

り、議長の指名により三石文隆議員が新たな議員定数問題等調査特別委

員として選任されました。三石委員には委員席が指定されるまでの間、

仮席にお座りをいただいております。 

それでは、お手元の協議事項の順に進めてまいりたいので、御協力願

います。 

 弘田委員長 

 

 

 

 

 

 

弘田委員長

　初めに、委員席の指定を行います。 

田中委員、竹内委員、依光委員には、左隣の席へ移動していただき、

三石委員にはただいま田中委員がお座りになっている席に座っていただ

くことで御異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

それではさよう決します。 

 弘田委員長 

 

 

飯田議事課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず初めに、５月29日に国勢調査の速報値が公表されましたので、そ

れに沿った試算表について、事務局から説明をさせます。 

 

それでは、先日公表されました国勢調査の速報値に基づく試算につい

て説明をさせていただきます。 

資料ナンバー１の試算表を御覧ください。 

まず初めに、国勢調査の速報値について少し触れたいと思います。表

の１番下、左のほうに、県全体の人口を記載しておりまして、県人口は

64万3,437人となり、国勢調査開始以来最少となったことが分かりまし

た。５年前の国勢調査から４万8,090人が減少しております。報道によ

りますと、高知市、南国市、香南市の上位３市で県全体の人口の６割を

占め、県中央部への人口の偏在がより顕著になっております。 

市町村別では、減少率が10％以上だった自治体は18市町村となり、減

少率を高い順に見てみますと、室戸市がマイナス17.8％と最も高く、次

いで仁淀川町、土佐清水市と続いております。 

改めまして試算表でございますが、これまで議論してきました令和７

年10月の推計人口と比較いたしますと、県人口は1,400人ほど少ない状

況となっておりました。 

各選挙区別の配当基数でございますが、令和７年10月の推計人口によ

る試算と大きく異なります点は、人口が最も少ない奈半利町・田野町・

安田町・北川村・馬路村選挙区は人口が8,748人で、配当基数は0.503と

なりまして、強制合区には該当しないこととなりました。順に黒潮町選

挙区は0.514、長岡郡・土佐郡選挙区は0.549といった状況となっており

ます。 
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弘田委員長 

 

 

 

中ほどのBの欄に、人口比例の原則によります配当定数を記載してお

りますが、これもこれまでの試算と変わりはございません。 

その結果、現行条例との差では、高知市が３増、宿毛市・大月町・三

原村と吾川郡、それから中土佐町・梼原町・津野町・四万十町が１減と

３増３減という結果にも変わりはございません。 

また、逆転現象につきましても、状況に変化はございませんでした。 

この試算表では、配当定数の欄の右側にただし書による調整欄という

のを設けております。これまでの御議論で、高知市選挙区は15人に据え

置くということで、方向性を確認しておりましたので、公職選挙法第15

条第８項ただし書をどう適用していくかということが、今回の御協議に

もなってくるかと思います。 

ここまでが試算表についてでございます。 

なお、国勢調査につきましては、今後９月に確定数が公表される予定

となっておりますが、速報値とは若干異なる場合がありますことを申し

添えておきたいと思います。 

あと資料にはございませんが、参考としまして一つ御報告しておきた

いことがございます。以前にもお話をさせていただきましたが、これま

で全国都道府県議会議長会で、都道府県議会選挙区制度研究会が設置さ

れており、過去の定数訴訟などを分析しつつ、選挙区を維持することを

前提に、人口が少ない地域の議員定数を確保するための方策について調

査・研究を行っておりました。 

　先日、その報告書の案が取りまとめられまして、傍聴してまいりまし

たが、７月には研究会から全国都道府県議長会の会長に対して報告書が

提出されるとのことでございます。これまで研究会は非公開で開催され

てきており、議論の過程の中では、人口比例原則を追求し続けることの

限界が浮き彫りになってきており、地域住民の声が県政に届かなくなる

という民主主義の基盤に関わる重大な問題として捉えられておりまし

た。そして、憲法が要請する投票価値の平等を尊重しつつも、人口比例

原則と地域代表の確保、そういったものの調和を図るための対応案を示

そうとされております。その中で研究会では、都道府県議会議員の選挙

制度の改革、つまり公職選挙法の改正等による対応についても触れられ

ております。項目としましては、強制合区制度の見直しや、公職選挙法

のただし書の再構成、それから特例選挙区の適用拡大などについて盛り

込まれる予定と聞いております。 

この研究会の報告を受けた後の都道府県議会議長会における今後の議

論の内容や国への要請活動、そういったことに注目していく必要がござ

います。本委員会の結論を出す時期には間に合わない状況ではございま

すが、今後正式な報告書の内容など、情報提供に留意していきたいと思

っております。 

説明は以上でございます。 

 

はい。ありがとうございました。 

本日の委員会では、全ての検討課題について結論を出していきたいと

いうふうに考えております。 

なお、前回の委員会までに合意が得られている項目もありますが、国
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弘田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弘田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弘田委員長 

 

 

 

 

 

 

勢調査の速報値を踏まえた上で、今回、全ての項目について改めて結論

を確認していきたいと存じます。 

それでは、協議事項の２、議員定数問題等に関する課題についてであ

ります。お手元の資料２、議員定数問題等に関する検討課題に沿って、

順次協議を進めてまいりたいと存じます。 

まず１議員定数についてであります。 

これまでの委員会で、都市部と中山間の声がバランスよく県政に働く

環境を維持しつつ、各常任委員会の議論の幅や深さを担保するため、現

状が妥当ということから、現行のとおりとすることで合意を得ておりま

すが、議員定数については、現行の37人とすることで御異議ありません

か。 

 

（異議なし） 

 

それではさよう決します。 

次に、２選挙区の強制合区についてであります。 

今回の国勢調査の速報値では、強制合区については該当なしとなりま

した。 

これまでの委員会で、奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村選

挙区が強制合区の対象となった場合、公職選挙法第271条の特例を適用

し、現状を維持する方向性で、国勢調査の速報値を見て最終決定すると

しておりましたが、配当基数が0.503となり、強制合区の対象とはなり

ませんでしたので、当該選挙区につきましては、現行のとおりとするこ

とで御異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、さよう決します。 

次に、任意合区についてであります。 

任意合区については、土佐清水選挙区が該当しており、選挙区につい

て一括協議した中で、ほかの選挙区と合区する見直し案もありました

が、人口だけで決めず、地域の声を反映できるようにするべきであると

いったことから、これまでの委員会で現状維持ということで合意を得て

おりましたが、任意合区につきましては、現行のとおりとすることで御

異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、さよう決します。 

次に、町村単独選挙区についてであります。 

町村単独選挙区については、黒潮町選挙区が該当しており、選挙区に

ついて一括協議した中で、ほかの小選挙区と合区する見直し案もありま

したが、任意合区同様、人口だけで決めず、地域の声を反映できるよう

にすべきであるといったことから、これまでの委員会で、現状維持とい

うことで合意を得ておりますが、町村単独選挙区につきましては、現行
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弘田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

弘田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

塚地委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弘田委員長 

 

坂本委員 

 

 

 

弘田委員長 

 

 

坂本委員 

のとおりとすることで御異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、さよう決します。 

次に、衆議院小選挙区特例についてであります。 

衆議院小選挙区特例については、高知市選挙区が該当しますが、今回

も適用しないということで合意を得ておりますので、衆議院小選挙区特

例につきましては、現行のとおり分区しないということで御異議ありま

せんか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、さよう決します。 

以上の結果を踏まえ、選挙区の構成についてであります。 

選挙区の構成については、複数人区により多様な意見を県政に反映さ

せるため、１人区を解消するよう選挙区を見直すべきとの御意見がござ

いましたが、人口が少ない地域の声を反映できるよう現状維持すべきと

のことから、これまでの委員会で現状を維持する方向性で、国勢調査の

速報値を見て最終決定することとしておりましたので、選挙区の構成に

つきましては、現行のとおりとすることで御異議ありませんか。 

 

強制合区の問題につきましては、先ほど中芸５か町村が0.503という

ことで、強制合区から外すというのは当然のことだというふうに思いま

す。 

任意合区などについてもそれぞれ議論はしてまいりましたけれども、

私どもは選挙区の構成について、やっぱり複数人区が必要だということ

については当初から問題提起もいたしまして、議論をして、この点につ

いては、次の国勢調査では強制合区になるところも増えてくるという可

能性も含めて、抜本的な議論をやっぱりすべきなんだということをお伝

えもしてきていたと思います。 

ですので、選挙区の構成について、本案で、全て私たちが異議なしと

いうふうにはなかなか言いづらい状況ではありますので、そのことは意

見としてはお伝えをしておきたいというふうに思います。 

 

はい、分かりました。塚地委員から意見が出ました。 

 

県民の会も同様にこの間、共産党会派の、今出された意見と同様の趣

旨で、発言はしてきております。そういった意味では、一致してこのこ

とに賛成ということにはならないということでお伝えしておきたい。 

 

確認をしますが、このことについては意見を言ったということでよろ

しいですか。結論を出さないといけないわけなんですが。 

 

前回、今後のスケジュールというか、議論の進め方の中では、最終、
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弘田委員長 

 

 

岡田(芳)委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弘田委員長 

 

 

 

 

 

飯田議事課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弘田委員長 

 

場合によっては採決ということもありうるということはあったと思いま

す。 

そういう意味では、例えば、報告の中身ですね、前回のときも議論が

ありましたけれども、どういう書き方をするかというようなことも含め

て、それを見た上で、賛成できるのか、あるいは採決をしてもらいたい

ということになるのかは、判断することになると思います。 

前回のときに、本来ならば、私の受け止めは、今日の段階でもどのよ

うな書き方をするか、そういった報告の案文が出てくるのかなというふ

うに思ってましたけども、今日はそういうところまではいかないという

ようなこともお聞きしてますので、そういうことであれば次回、その報

告案がまとめられた段階で、どのような書き方がされてるかによって、

賛否を意思表示したいと思います。 

 

御意見は分かりました。 

この御意見に対して何か別の御意見はありますか。 

 

今、坂本委員からも話がありましたけれども、取りまとめの中でどう

いうふうな書きぶりをするか、次に送るのかということが前回も議論が

されたというふうに思っております。 

そういった中で一つ一つ、採決していくという形になると、その意見

が取りまとめの中に、我々の意見が反映されていくのかどうかというこ

とがちょっと疑念として残るものですから、会派としての意見を申し述

べたということです。そこが反映されるように、まとめる案を作ってい

ただいて、それを協議の上、作成するという運びにしていただければい

いと思うんですけども。 

 

岡田委員の御意見は分かりました。 

今回のこの委員会で結論を出さんといけないというのがもう決まって

ますので。 

ちょっとタイムスケジュールだけ、飯田課長、もう一度お願いしたい

のですが。 

 

以前の定数の特別委員会でもそうでございますが、委員会報告書は、

委員会で結論を得た後に、両論ありきということで、それぞれ御意見を

盛り込んでまとめていくものでございますので、スケジュールで言いま

すと、今日の段階で、それぞれ最終的な御意見を述べた上で、結論まで

は導き出していただく。 

それで、次回報告書の案を正副委員長で作成したものをお示しして、

その中に言われたような御意見が反映されてるかどうかを協議していく

のが次回の委員会だと思っておりますので、今日きちんと意見を言って

いただいて、最終的な結論を出すという方向で、これまでの定数の委員

会の流れを考えて、今回もそういうふうに想定をしておりました。 

 

はい。ありがとうございました。 

これは事務的な進め方なんですけど、タイムスケジュールでいうと、
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塚地委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯田議事課長 

 

弘田委員長 

 

飯田議事課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

西内委員 

 

 

 

６月議会できちんとしたことを決めておかないと、来年４月の選挙まで

の周知期間。県民の皆様にお知らせする期間とかを踏まえると、もう６

月議会がタイムリミットであるということはもう皆さん御存じだと思い

ます。 

となると本当に日がなくって、できれば今日、こういった方向の結論

を出すということで、委員会報告書の文案については、次の委員会が最

終の委員会になろうかと思うんですが、その委員会のときに、文章の中

身をきちんと皆様にお諮りをして決めていくのが、１番いい流れじゃな

いかというふうに思うんですけれど、どうでしょう。 

 

選挙区の構成についても私どもは別の意見を持っています。あと選挙

区別議員定数も逆転現象のことも議論されるんだと思いますけれども、

そこでも、私どもはやっぱり違う意見を持っています。 

それで、まとめられるというふうに言われるとですね、やっぱり違い

ますよという意思表明を私たちはする必要があるとは思いますので、認

めた上で両論併記みたいな形になるのか、いや、もう両論併記では済ま

なくて、この案では私どもは納得ができませんよという形にしていくの

かということになろうかと思うんですね。 

今の段階でいうと、この選挙区の構成については私どもは納得をして

おりませんよという意思としては明確です。 

また選挙区別の定数問題のところでも意見は言わさせていただいて、

その後、県民の会はどういうふうになるか分かりませんけれども、納得

がいっていないということの意思表示の仕方をどういう形で報告に入れ

ていただくのかと。 

でも、結局結論として私たちはそれは同意できないという結論が書か

れるなら、やっぱり報告自体に賛同できないということにはなろうかと

思いますので。 

 

委員長。 

 

はい。飯田議事課長。 

 

これまで、前回までの特別委員会もそうですけれども、なかなか全会

一致での結論ということにはならないことが多くございました。 

報告書のほうでは、大勢の意見というような形でこういった結論を出

しましたという報告書にはなりますけれども、本会議では、最終的に報

告書を承認するかどうかの採決の場がございますので、そこのところ

で、やはり意に沿わなかった部分については、反対というような表明を

されるという形で進んできておりましたので、最終的には本会議の場で

意思表明をされてきているのではないかと考えております。 

 

委員長の話と今のタイムスケジュールを見たら、今日、それぞれにつ

いてどうするかという合意形成を図ると。それはどういう形になるか、

採決になるかもしれませんけどね。その上で、それぞれの思いを報告書

で取りまとめるかはまた別でやると。それは、共産党の今いろいろと出
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西内委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

西森(雅)副委

員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た意見なんかも、どんなふうに盛り込むかっていうのは次回で、それぞ

れ調整を図る場合があると。またその上で、報告書に対する賛否も示せ

る機会があるということですよね。 

いずれにせよ、この次の選挙に向けてどんな形にするかってことは、

ここでばしっと決めておかないといけないという理解ですよね。 

 

西内委員からも今、来年の４月の県会議員選挙に向けて、きちんとし

たことを決めておかないといけないと。御意見がたくさんあるというこ

とは分かってますので。これまでの部分はですね、全会一致ということ

でいけると思うんですけれど。選挙区の構成は御意見が多々あるという

ことで。 

ただ今日、方向は決めておかないといけないのではないかと私は思っ

てます。 

そうなるとやり方としては、もう意見が合わないということであれ

ば、ここで一回、挙手による多数決で決めるということと。それから、

ここの部分をとりあえず置いておいて、次の委員会報告書を決めるとき

に案を出しますので、その文言を見た上で、そのときも挙手になろうか

と思うんですけど、そういった２つのやり方があろうかと思うんです

よ。 

そこの部分で、今、私自身がちょっと迷ってるんですけど。どのよう

にしたらいいかということ誰か御意見はございませんでしょうか。 

 

どういうふうな定数にしてどんな形でやるかというのは、決めておか

ないといけないですよね。 

だからそれはもう、タイムリミットもあることだから、もう最後まと

まらなかったら、挙手でもとってでも決めておかないと。報告書でいろ

んな意見があったって書くのはそれは構わないと思うんですけど。こん

な意見があっただけで何も決まらずに、選挙に突入するわけにいけない

と思うんですね。ぜひもう、そうしていただけたらばしっとやっていた

だいて。 

 

そうすると、一つ一つの今の項目について、採決をするのかどうかと

いうところですね。まず、その定数の問題、37人に対しての採決。そし

て、強制合区への採決。任意合区への採決。町村単独選挙区の採決。そ

して選挙区の構成の採決。まだそのあともあるわけですけれども、それ

ぞれ一つずつ採決をするということになったときに、今日本当に皆さん

採決という思いで聞いているのかどうかというところもあろうかと思う

んですね。 

だから、例えば19日というか、次の委員会で最終的な結論の報告書の

前に、１回採決をするという場面を、持ち帰ってつくらないと。今、採

決をしましょうということになったときに、今すぐ判断できるのかどう

かというところはあろうかと思うんですよね。 

だから、もう一つ一つ採決をするということになっていったときに

は、やはり各会派１回持ち帰るなりして、この日に採決をしましょう

と、その委員会を１回開きましょうっていう形でやらないと、今皆さん
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弘田委員長 

 

の中で、採決するとしたときに、判断ができるのかというところだと思

うんです。 

 

ただ前回もですね、例えば、議員定数が決まったところはあるわけ

で、そこは採決しなくてもいいと思うんですけどね。 

 

だから、考え方が違うところに対しての、採決をするのかどうか。 

また後ほど、逆転現象に関して、自民党から説明を受けることになろ

うかと思うんですけれども、説明を受けたとしても、すぐ判断ができる

かどうか。そういうことを考えたときに、もうワンクッション持ち帰っ

て、自民党からの説明も受けた、それを踏まえて各会派で判断をして臨

むという場が必要なのではないかなというふうに思います。 

 

運び方については全然異論ありませんし、それはお任せしたいと思う

んですけど。賛否をとるということで、反対になったりした場合、それ

ぞれの案で採決をとって必ずどこか１本に絞らないといけないというこ

とで、進めていくという理解で構わないのですかね。 

今までそれぞれで違う案が出てるわけで、その中から選ぶということ

になるわけですよね。そうでないと、決まりませんわね。 

 

だから、共産党からも案が出てる、県民の会からも案が出てる。 

まず、それぞれに対してどういう判断をするのかっていう。 

 

はい、分かりました。 

今、それぞれの委員から意見が出ました。 

確かに西森副委員長が言われたように、今日この後、自民党会派から

説明をしてもらうんですけど、その説明を受けて、今日、結論を出すと

いうのは、持ち帰って会派としての意見をまとめるというふうなことで

やってもらったらいいんじゃないかと私も思いました。 

ただ、15日という具体的な日が出てしまいましたけど、日程を考えて

いくと、本当の最終が19日。今日と19日の間にもう１回やるとなると、

なかなか皆さんも日程が都合がつくかというところが、正直なところで

すね。 

御意見の中で、これはもう意見が一致しないというのであれば、賛

成・反対の意見でも決めていかざるを得ないわけですが、そのためには

もう１回挟んだほうがよかろうという御意見ですので、この件について

は、19日は委員長報告の案の文言をきちんと直していくということにな

ろうかと思います。 

それまでの間に、きちんと最終結論を得るための会をもう１回開くと

いうふうな形でよろしいですか。 

 

　　　　（異議なし） 

 

それでは、さよう決します。 

日については、今、手帳を持たない人もいるでしょうから、事務局が
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西森(雅)副委

員長 

 

岡田(芳)委員 

 

 

 

西森(雅)副委

員長 

 

 

 

委員全員に日を当たっていただいて、全員参加ができるような日の設定

にお願いしたいというふうに思いますが、それでよろしいですか。 

 

できましたら、19日までに少し日もいただきたいという事務局の思い

もございますので、第１項候補日を15日ということで、皆様に当たらせ

ていただきたいと思います。 

それで合わなければ、またほかの日で調整をさせていただきたいと思

いますので、後ほど日程をお伺いにまいります。 

 

15日で事務局としては委員の皆さんにという話なんですけれども、時

間的には午前、午後とかっていう。 

 

その時間につきましても、委員の皆様の御都合でと考えております

が、特にどちらも支障がないのであれば、通常の10時からと思っており

ます。またお伺いさせていただきます。 

 

15日の案を中心に、調整をしてもらうということでお願いいたしま

す。 

それでは先に進めます。 

選挙区の構成については、意見の一致を見ないので、次回の委員会

で、最終案を決めるということにしたいと思います。 

 

今の委員長のまとめ方について、選挙区の構成については意見の一致

を見なかったので、再度という言い方されましたけども、15日にもう一

度話し合うときに、そこだけをするのかどうかっていう問題もあるんじ

ゃないですか。例えばさっき、西森副委員長が言われたような、採決に

なるのかどうか分かりませんけれども、結論の得方をどういう形でやる

のかというのが、必ずしも方向性としては出てないんじゃないかなと思

うんですけれども。 

 

はい。資料の２の（５）衆議院小選挙区特例までは、全会一致という

ことで決まったと思ってますので、今は選挙区の構成ですね。 

 

定数はオーケーですよね。強制合区、任意合区もオーケーで、町村単

位の選挙区…… 

 

共産党会派としての、県民の会とも話し合って、案を出してます。そ

の中では、自民党と違う、任意合区、町村単独選挙区に対する我々の案

も示しておりますので。 

 

ここが採決の対象にしないといけない。 

だから、本来は、申し訳ないですけど、選挙区の構成が先に来るのか

なという。選挙区の構成が先にきてそれから、強制合区、任意合区とい

う、通常はね。 

 



R8.6.3　議員定数問題等調査特別委員会 

- 10 - 

 弘田委員長 

 

 

 

 

 

西森(雅)副委

員長 

 

 

 

 

 

西内委員 

 

 

 

 

 

飯田議事課長 

 

弘田委員長 
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岡田(芳)委員 

 

 

飯田議事課長 

 

 

 

 

西森(雅)副委

員長 

 

弘田委員長 

 

 

はい。分かりました。 

そしたら１議員定数については常任委員会等の構成、それから審議の

仕方とかを含めて、現行どおりでいくということで。 

共産党から対案の出ているものについては、賛否を諮るということで

いきたいと思います。これでよろしいですか。 

 

先ほどの選挙区の構成ですが、公職選挙法からいっても、第15条の第

１項の選挙区の構成が先に来てるんですよ。それで、第２項が強制合

区、第３項が任意合区で、第４項が町村単独選挙区で、第５項が衆議院

小選挙区特例とか、選挙区の設定は第７項に来てる。 

やっぱり公職選挙法からいくと、第１項から行くべきなのかという気

はするんですけど。 

 

その次に採決になったときは、各自が包括的なわけですよね。 

（１）選挙区の構成の賛否を聞いて、この案に乗るかって多分確認を

するんですよね。それで乗った後に、それ以降の判断が変わるのかもし

れないし変わらないかもしれないというていで、順番にまた聞いていく

ことになるじゃないですか。そういうことであれば、要は、（１）で。 

 

委員長。 

 

はい。課長。 

 

公職選挙法第15条第１項につきましては、基本的な選挙区の構成の最

小単位を示す条項でございます。それで、市町村を組み合わせて、高知

県議会でも現行の選挙区ができております。 

ということで、現行の選挙区をどうするかという、各会派の案をまず

お諮りいただきましたら、おのずとそれ以降の項目については結論が出

るということになろうかと思いますので、改めてそれぞれ後の項目を採

決していく必要はないのではないかなと考えております。 

 

質問なんですけど、それは選挙区の構成を採決すれば、ほかの採決は

不要だということですか。 

 

例えば、現行の選挙区とするというふうに決まりますと、当然強制合

区は該当ありませんし、町村単独選挙区では黒潮町選挙区は現行でとい

うことで、おのずと決まってまいりますので、そこの部分の採決を重ね

てする必要はないのではないかと考えております。 

 

だから選挙区の構成だけやればいいということで。そしたらあとはも

う決まっていくと。 

 

今、飯田課長が説明してくれました。そういった方向で、来週の間で

やっていきたいと思います。先に進めていきます。 

次に３選挙区別議員定数についてであります。 
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まず、高知市選挙区の定数は現在の定数15人が定着していること、ま

た中山間地域を含めた多様な地域の声を県政に反映できる体制を担保す

る必要があることから、公職選挙法第15条第８項ただし書を適用し、15

人ということで前回合意を得ておりますが、高知市選挙区の定数は、公

職選挙法第15条第８項ただし書を適用し、15人に据え置くということで

御異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、さよう決します。 

次に高知市選挙区の定数15人と、人口比例の原則に基づく試算18人と

の差引き３人分をどの選挙区に配当するかについて、これまでの委員会

で、１票の格差を是正すべきという考えから、人口逆転現象は解消すべ

きという意見や、人口逆転現象は課題だが、直ちに見直すのではなく、

見直しに向けた議論が必要との考え方から、現行のとおりとすべきなど

という意見が出されました。 

この件につきましては、自民党から現行のとおりとする理由を示した

上で、最終的な結論を出すこととしておりましたので、まず、自民党か

ら、会派の御意見をお伺いいたします。 

 

２ページの３、選挙区別議員定数についてを読ましていただきたいと

思います。 

選挙区別議員定数については、公職選挙法第15条第８項のただし書、

すなわち、「特別の事情があるときはおおむね人口を基準とし、地域間

の均衡を考慮して定めることができる。」との規定を適用し、中山間地

域への配分を重視した定数とすることを提案いたします。 

具体的には、高知市については配当定数上18議席となりますが、これ

を15議席に据え置き、調整分の３議席を、宿毛市・大月町・三原村選挙

区、吾川郡選挙区、中土佐町・梼原町・津野町・四万十町選挙区にそれ

ぞれ１議席ずつ振り分けるものであります。これは現行どおりを踏襲す

るという意味であります。 

高知市を15議席に据え置く理由は、ただし書の趣旨を踏まえ、沿岸都

市部の議席を一定程度抑え、その分を中山間地域に振り分けることで、

双方の声がバランスよく県政に届く仕組みを担保するためであります。

15議席という水準は現行条例と同じであり、議員１人当たり人口は、２

万625人と、最大選挙区である南国市、２万2,706人と整合的な水準に収

まり、地域間の均衡を考慮した範囲内にとどまるものと考えます。 

調整分を３議席とした理由は、高知市の配当定数18席と現行条例定数

15席との差分が３議席であり、これは過去の特別委員会においても採用

されてきた調整幅であります。人口動態の急変動を避けつつ、中山間地

域に十分な議席を確保するための実務的水準として、引き続きこの幅を

維持することが適切と判断しております。 

振り分け先として、宿毛市・大月町・三原村選挙区、吾川郡選挙区、

中土佐町・梼原町・津野町、四万十町選挙区の３選挙区を選定した理由

は次のとおりであります。第１に、いずれの選挙区も配当基数が１を超
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えているにもかかわらず、基礎配当のみでは１議席にとどまり、ただし

書による調整の正当な対象であること。第２に、いずれも複数の市町村

による広域選挙区であり、それぞれの構成市町村の声を県政に届けるた

めには、複数議席化が不可欠であること。第３に、いずれも広大な面積

を占める中山間選挙区であり、宿毛市・大月町・三原村選挙区は474平

方キロメートル、吾川郡選挙区は804平方キロメートル、中土佐町・梼

原町・津野町・四万十町選挙区は1,270平方キロメートルに及びます。

３選挙区を合わせれば県土全体の３分の１を超え、議員１人で全域に目

配りすることは現実的でなく、複数議席化することが、地域代表性の確

保に直結するものであります。 

なお、ただし書による調整の候補としては、土佐市や香美市も挙げら

れますが、両市はいずれも単独の市選挙区であり、複数市町村選挙区に

おける「各構成市町村への代表確保」という積極的な根拠は当てはまり

ません。加えて、後述するとおり、平成27年の選挙に向けた特別委員会

において、議席を２から１へ、土佐市のことですが、減らした経緯があ

り、僅かな期間で再反転することは制度の安定性を損なうという論点も

あります。これらを総合的に勘案し、振り分け先は前述の３選挙区とす

ることが妥当と判断したものであります。 

逆転現象についても、人口規模と議席数の間に一部逆転が生じている

ことは、我が会派も問題と認識しており、県民の皆様への説明責任を十

分に果たす必要があると考えております。次に、その考え方を申し上げ

ます。 

第１に、法的な根拠についてであります。ただし書の規定は、人口の

みで定数を定めることができない特別の事情がある場合に対応するため

のものであり、高知県の中山間地域の実情はまさにこれに該当します。

ただし書を適用すること自体は合法かつ合理的な選択であります。 

第２に、制度の安定性についてであります。平成27年の選挙に向けた

特別委員会では、土佐市の議席を２から１へ削減するという重い判断を

行いました。今般の国勢調査速報値に基づく試算を機械的に適用すれ

ば、これらの市について再び定数を増やすことが示唆されます。しかし

ながら、10年程度の期間のうちに、同じ議会が逆方向の結論を出すこと

は、定数という制度の安定性を損ない、県民の皆様に対して議会の決定

の重みを示す上で適切とは言えません。定数は、数値の変動のたびに変

えるものではなく、安定的に維持されるべきものであります。 

第３に、中長期的な視点についてであります。今後も人口減少が続く

ことが見込まれる中、人口動態のたびに機械的な調整を繰り返せば、制

度が毎期ぶれ続けることになります。安定した制度設計こそが長期的に

見て、県民にとっての真の利益であります。 

以上の考えから、自由民主党会派は、逆転現象の存在を認識しつつ

も、現行の区割りと定数の枠組みを維持することが、高知県議会のある

べき姿に沿うものと判断しております。 

以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

この御意見に対して、何か御意見があればお願いいたします。 
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選挙区別の議員定数についてですけども、今の流れとしては高知市の

３議席をどこに配分をするかという話だったと思うんですけども、これ

は選挙区の区割りとも関わるし、逆転現象にも密接に関わる問題だとい

うふうに思います。 

我々としては、逆転現象の解消という案を示しておりまして、その中

で、定数を見直すという案を出しているので、今の現状のままの配分を

変えないというわけではないし、その変更も、逆転現象解消という考え

方の中でその配分を見直すべきだと、検討すべきだというふうに考えて

いるところです。そこは検討を要すると思っております。 

具体的に言えば、宿毛市・大月町・三原村選挙区と香美市選挙区が人

口と定数が逆転をしてるんですよ。今の自民党の文章の中では、宿毛

市・大月町・三原村選挙区は複数自治体だと、面積も広いということな

んですけれども、香美市の場合も合併して香美市ができて、物部という

のはかなり奥で、山間地域も広く抱えている面積の広いところになっ

た。 

そうした中で、今の論立てで、本当に県民の皆さんが納得されるんだ

ろうかというところも懸念もしております。やはり我々としては、人口

に応じて、きちっと配分をするのが妥当ではないかというふうに考えて

いるところです。 

それから、定数は数値の変動のたびに変えるものではなく安定的に維

持されるべきというお話だったんですけれども、ではどういう根拠で変

えるのかと、現状のままでずっと行くべしということなのか。このこと

についても本当に県民の皆さんが納得いくんだろうかというふうに、今

受け止めたところです。 

 

はい、ほかに御意見ありませんか。 

 

今回こういう見解を示すんだったら、もっと初めから、現行を変える

ことなしという前提ではなくて、もっとこの理屈を踏まえた議論をこの

間ずっとしてきたらよかったと思うんですよ。そしたらもっと深まっ

て、例えば、次回に向けてどういうことを引き継いでいくべきかとかい

うことも、もっと明確になってたと思うんですよね。それは、国勢調査

の速報値を踏まえるということがあったのかもしれませんけれども、こ

こへ来て、そういう理屈を出されても、なかなか県民の皆さんにとって

は、理解がされにくい部分があるんじゃないかなと。相当前から特別委

員会も設置して、議論を深めていこうということで進んできたんですけ

れども、現状ありきのような議論で来て、我々が提案してきた案に対し

ても十分な議論がなされない中で、今回こういった状況を迎えたこと自

体が、やっぱり議論の在り方としてどうだったのかなというふうに、私

は途中からの参加ですから偉そうなことは言えんと思いますけれども、

そんなふうに思います。 

 

逆転現象については、やっぱりきちっとした県民への説明責任が必要

だろうということについて、私も今まで言わせていただいたところであ

りました。 
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今回、自民党から示されておる中で、10年程度の期間のうちに同じ議

会が逆方向の結論を出すことは、定数という制度の安定性を損ないとい

うふうに書かれてますけれども、そのあと、県民に対して議会の決定の

重みを示す上で適切とは言いません、定数は数値の変動のたびに変える

ものではなく、安定的に維持されるべきものでありますと。 

私は定数は、数値の変動のたびに変えるものだというふうに思うんで

すね、逆に。衆議院がそうなんですよね。衆議院は毎選挙のたびに、高

知県はあまりないんですけれども、都会とかでは、同じ区の中でこの町

が、前回は例えば、大阪とか東京の何十何区とかいうのが、今回はまた

全然違う選挙区に変わるとかっていうのも選挙のたびにやってるんです

よね。そういうことを考えると、やっぱり定数は数字の変更のたびに変

えるものではないというふうに言われてますけれども、私は逆に、変え

るのが本来の在り方なのかなというふうには感じております。 

それとですね、３ページの下から２行目ですね、人口動態のたびに機

械的な調整を繰り返せば、制度が毎期ぶれ続けることになると。制度が

ぶれ続けるということではないんじゃないかと思うんですよ。制度は制

度としてあって、制度がぶれ続けるっていうことではないと思います。

それで、安定した制度設計こそがとありますけど、安定した制度設計っ

て何だろうと。だから制度は制度としてあって、その中で、どういうふ

うな形を見いだしていくのかというところなのかなと思いました。 

先ほど冒頭の話になりますけれども、数字が変わることで、どうする

のかということの議論にもつながっていくし、そこをなくしてしまうと

もう特別委員会を設置する意味自体がなくなっていく、10年ぐらいで変

えられないとかということになるとですね、じゃあもう、どれくらいの

期間だったらいいのかとか、特別委員会を４年ごとに設置する必要も

ね。そこで安定性が損なわれるっていうことになると、議論の必要もな

くなってしまうっていうことにつながっていってしまうのかなというふ

うには感じたんです。 

ちょっと意見として。結論どうなのっていうところに関しては、まだ

ね、いろいろちょっとお聞かせいただいて。 

 

それぞれお考えがあろうかと思います。 

例えば、副委員長のおっしゃった、数字によって変わっていくという

のは、１票の価値の平等というところに根っこがあると思うんですけれ

ども、我々は、公職選挙法第15条第８項のただし書で、特別の事情があ

るときは、地域間の均衡を考慮して定めることができるというところ

の、いわゆる裁量のある部分を採用させてもらってます。そういう考え

方で、いわゆる数字が必ずしも絶対ではないと。そのときは、地域の事

情なんかも盛り込めるんじゃないかなというスタンスで、この議論をさ

せてもらってます。 

それから、岡田委員から香美市の面積の話もありました。確かに香美

市のほうが広かったりする部分もあるんですけれども、あくまで、自分

らが設定した根拠ではあるんですけれど、土佐市と香美市はいずれも単

独の市選挙区であり、複数市町村選挙区における各構成市町村への代表

確保という積極的な根拠に当てはまらないという自分たちの考え方で、
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塚地委員 

 

 

 

宿毛市・大月町・三原村選挙区、吾川郡選挙区、中土佐町・梼原町・津

野町・四万十町選挙区を、引き続き割り当て先とさせてもらいたいとい

うふうに述べさせていただいております。それが妥当と感じるか感じな

いかは、それぞれの賛否もあると思うんで。 

 

そうなるとですね、１自治体、１人県議を持たなければならないよう

にも思ったところなんですけれども。香美市にしても、合併したところ

で、地域は本当に広くてですね、要望も多様性もあります。だから、単

に自治体が集まってるから代表があっていいとか、１自治体だけじゃ駄

目だとかということだけでもいけないと思うし、全体考えた議論がもう

ちょっと必要ではないかなというふうに思ったところです。 

それと、今、西森副委員長も言われたんですけれども、人口動態のた

びに機械的な調整を繰り返せば制度が毎期ぶれ続けることになりますと

あるけれども、現状維持ありきがあるように思えてならないというのが

あります。 

それから、特例についても特別の事情があればということなんですけ

れども、やっぱりいろんな事情も変わっていくとは思うんですよね。特

別の事情というものを掘り下げた議論もやっぱり必要だと思うし、その

上での判断になってくるんじゃないかなということも思っています。 

我々としては、端的に言えば逆転現象の解消は早くすべきだというこ

とを申し上げているところです。 

 

前段の勉強を十分にできていない部分もありますが、ちょっと気にな

るというか、私もやっぱり人口減少してきたとき、定数の見直しは自然

の流れかなって思うけれど、そうかといって、人口が少ないということ

を、切り捨てられた中山間の意見がとぎれてしまうということになって

はならない。それをどうするかをやっぱり考えていかなければならない

と思います。 

だから、香美市は、１人増やすことも可能だよとなったときに、中芸

も人口が足らないからといって切り捨てるということがあってはならな

いと思って発言をさせてもらいました。現状維持であるならば、なぜ現

状維持なのかを県民に納得のいく説明がないといけないと思いました。 

そうしたときに私も意見を言ったので、市民からも叱られました、な

んてことをするんだと。だけど、県全体を考えたとき、こういう思いで

言いましたと言いました。 

だけど、全体を見たとき、やっぱりこの逆転現象は事実起きてますよ

ね。そこはやっぱり、今後どうするかは、考えていくべきではないかと

思います。時間がないのであれば、そういうことも加味して自分たちが

１度持ち帰って、議論をしっかりするべきではないかと思います。会派

でも相談をしたいので。 

 

ありがとうございます。 

高知市は配当定数が本当は18あって、それを、やっぱり郡部の皆さん

の意見も反映をする必要もあるのではないかということで、３つを振り

分けるっていうことを、高知市も既にしているわけですよね。その３つ
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坂本委員 

 

 

 

 

 

 

西内委員 

 

 

 

 

坂本委員 

 

 

 

 

岡田(芳)委員 

 

 

 

西森(雅)副委

員長 

 

 

 

 

をどういうふうに配分するかということが今議論になっていて、そうい

う意味ではやっぱり一定、郡部の皆さんの声の反映のしやすさというこ

とも検討して配分を考えているわけなんです。ただそれをやった結果、

人口の逆転現象が出てきているという問題は、やっぱり是正すべきなん

じゃないですかというのが私どもの考え方で、郡部の意見を全部切り捨

てますっていうようなことを言ってるわけではないので。配慮した上

で、それをやった結果、逆転現象が出てくるのはいかがなものですかと

いうことをやっぱり検討すべきだということで、大変相互関係のあるこ

とで、選挙区全体を考えると、どういうふうにするかということを抜本

的に考える必要が本来あったので、私どもはそういう案も出させていた

だいてきたんですけれども、ここに立ちいたっては、今のような状態に

なっていますということです。 

 

それぞれ御意見ありました。 

ただ、その割り振り方が悪かったから逆転現象が発生しているってい

うのはちょっと因果関係として、証明が難しいのではないでしょうか。

そういうふうに聞こえましたけどね。 

 

今の塚地委員の受け止めの問題でね、今、西内委員が言われたと思う

んですけども、ただそれは３の割り振りが悪かったという意味じゃなく

て、そのときはよかれと思って割り振ったわけですよね。 

けれども、やっぱり年数が経つに従って、現状変わってくると、その

結果によって逆転現象が起きていると、逆転現象が起きた以上、それを

見直す、是正するということは必要じゃないですかということです。 

 

要は、最初の３の割り振りと、この結果が結びついてるということを

おっしゃっているけれど、それはちょっと言い過ぎじゃないかという

話。結果的にそうなったのであれば……。要は、割り振りの話はまた別

になりますよね。因果関係は証明されていないですよね。 

 

そうしたら、だからといってそのまま放置するのかということになる

ので。それだったら、だからといって放置していいのですかと、議論を

もっとしましょうよということであって、放置していいのですかという

ことを我々は言っている。 

 

その上でやっぱり移ったところの民意をどう酌み上げるかという、議

会の活動の在り方として検討したら、議論をしたらいいと思いますけど

もね。 

 

それぞれの会派の考えや思いがあり、全体的なことを言うと、特別委

員会という形で御議論をしてるわけですけれども、ちょっと限界も感じ

るんですよね。 

それぞれの身分に関わる話を、利害も関係している、そういう部分を

なかなか決定して行きづらいというか。そういうことを考えると、今

後、当然最終的には、特別委員会で結論を得ていくっていう形にはなる
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坂本委員 

 

 

 

 

西森(雅)副委

員長 

 

 

西内委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西森(雅)副委

員長 

 

弘田委員長 

 

飯田議事課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弘田委員長 

 

 

 

んだろうと思うんですけれども、将来的に、例えば来期は第三者機関の

ようなところに議論をしていただいて、高知県の実情もしっかりと知っ

て議論していただいた上で、やはりどうするのかっていう、まずその答

申を受けて、最終的に、特別委員会で決めていくというやり方なんかを

将来的には考えていく必要があるのかなというふうに思います。 

 

いや、今期もそういうふうにしようと、もっと第三者の意見を取り入

れませんかと。けれども結局、該当する中芸５か町村の首長だけのヒア

リングで終わったわけよね。もっと本当は第三者の意見を聞いたらよか

った。 

 

例えば、まずその声を聞くというスタンスと、第三者機関みたいなと

ころに委任をして議論もしていただくみたいにして。声を聞くのもある

んでしょうけれども。 

 

ただ、我が会派もそういって半永久的にこの数値で頓着するものでは

ないわけですよ。 

事務局の説明もあった全国議長会のほうでいろいろ議論が進んでい

て、話を聞いていくと、全国的に多分同じような問題に直面している中

で、どういうふうに人口以外のことを、指標として持ち出して守ってい

くかという議論が進んでおるわけですから、やっぱり我々も自分たちは

まさにその姿勢に賛同する側であって、できる限り、今の状況をがちゃ

がちゃと変えずに、この議長会とか全国の動きも受けながらですね、い

わゆる安定的な制度運営を心がけたいというそういうスタンスに立つも

のであります。 

 

安定的な制度という言葉が非常にちょっと引っかかる。 

安定的な制度ってなんなのっていうところがあるんです。 

 

飯田課長。逆転現象、全国でそういう事例はありましたか。 

 

全国での逆転現象の状況なんですけれども、全国議長会等の調査から

見てみますと、先の令和５年の統一地方選挙の際に、逆転現象の状況を

抱えたままの選挙区割りで、選挙が行われた都道府県は16都道府県ござ

います。 

１番多いのは北海道で、その組合せが23通りあるような状況になって

おります。そのほかにも福島県が７通りとか、埼玉県が16通とかという

ような状況になっております。こういった都道府県につきましては、そ

れ以前の平成31年の選挙のときから、引き続き逆転現象を抱えてるとこ

ろが多いという状況は、数字的には見て取れております。 

 

意見の一致は、絶対ないと思います。 

ただですね、今回意見は出尽くしたんじゃないかというふうに思いま

す、各会派から。 

次回の委員会報告書を決めるときに、何らかのペーパーをつくって、
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3. その他 

  

 

 

 

 

 

弘田委員長

皆さんにもお諮りをして、それでいくということですね。 

選挙区別議員定数と選挙区の構成、引き続き次回の委員会で協議して

いくということで、あと１回にはなるんですが、よろしいでしょうか。 

御異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、さよう決します。 

 弘田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弘田委員長 

　次の委員会の開催日についてであります。 

次回も引き続き、選挙区別議員定数、それから選挙区の構成につい

て、協議するということですが、開催日を第１候補として、先ほど飯田

課長が言った６月15日月曜日、これを中心として事務局に当たっていた

だいて、全員が参加できる日を決めたいというふうに思いますのでよろ

しくお願いをいたします。 

最後に、その他で何かございませんでしょうか。 

 

（な　し） 

 

それでは、以上で本日の議員定数問題等調査特別委員会を終わりま

す。 


